
日医発第 1946号（介護） 

令和６年１月 31日 

 

都道府県医師会 

介護保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

江 澤 和 彦  

（公 印 省 略） 

 

 

 

「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律」（令和 5年法律第 13号）による改正後の介護保険法の施行等に伴い、令和

６年度からの第９期介護保険事業計画の開始に向けて、介護保険法施行規則の一部を改正

する省令が本年１月 25日に公布され、４月１日より施行されることとなりました。 

一部改正の主な内容としては、改正介護保険法により指定居宅介護支援事業者が指定介

護予防支援事業者としての指定を受けることが可能とされたことや地域包括支援センター

が行う総合相談支援事業の一部委託が可能とされたことに伴う事項、介護サービス事業者

経営情報の調査及び分析等に関する事項、介護サービス情報公表制度における公表事項の

追加について規定されております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会

員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（添付資料） 

○「介護保険法施行規則の一部を改正する政令等」の公布について（通知） 

(令 6.1.25 老発０１２５第１号 厚生労働省老健局長通知) 
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老発０１２５第１号 

令 和 ６ 年 １ 月 2 5 日 

各 
都道府県知事 

殿 
市 町 村 長 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 15 号。以下「改正

省令」という。）については、本日、別添のとおり公布され、令和６年４月１日より施行さ

れることとなりました。 

改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりですので、十分御了知のうえ、管内の関係機関、

関係団体等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

 

第１ 改正省令の趣旨 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律（令和５年法律第 31 号。以下「改正法」という。）による改正後の介護保険法

（平成９年法律第 123号）の施行等に伴い、令和６年度からの第９期介護保険事業計画の

開始に向けて、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）について、所要の改正

を行うもの。 
 
 
第２ 改正省令の内容 

（１）介護予防支援に関する事項 

○ 改正法による改正後の介護保険法第 115 条の 22 第１項の規定により、指定居宅介護

支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができることとされ

たことに伴い、以下の改正を行う。 

ア 指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者として介

護予防支援を行う者は、介護支援専門員とすること。 

イ 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする際に、

既に当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村に提出している事項に変更がな

い場合は、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができ

ることとすること。 

ウ 市町村長が介護予防サービス計画の検証の実施に当たって指定介護予防支援事業

者に対して情報の提供を求めることができる事項は、介護予防サービス計画の実施状

況、直近の第 140 条の 62 の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該

当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者の状況、介護予防支援の利

用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その他の介護予防サービ

ス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報、介護予防支援の経

過の記録、サービス担当者会議の開催等の状況、介護予防支援に係る評価その他市町

村長が必要と認める事項とすること。 

エ 地域包括支援センターの設置者がその職員に対して、介護支援サービスを適切かつ

円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的とし
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て受けさせる研修について、当該介護支援サービスの定義に「介護予防支援」を加え

ること。 

 

（２）地域包括支援センターの総合相談支援事業に関する事項 

〇 改正法による改正後の介護保険法 115 条の 47 第４項の規定により、地域包括支援セ

ンターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託することができるとされたことに伴

い、以下の改正を行う。 

ア 総合相談支援事業の一部を委託することができる者は、指定居宅介護支援事業者の

ほか、総合相談支援事業の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができ

る法人であって、老人介護支援センターの設置者、一部事務組合又は広域連合を組織

する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市町村が適当と認

めるもの（地域包括支援センターの設置者を除く。）とすること。 

イ 地域包括支援センターの設置者が総合相談支援事業の一部を委託しようとすると

きは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、①委託し

ようとする事業所の名称及び所在地、②委託しようとする事業の内容、期間、担当す

る区域並びに営業日及び営業時間、③委託しようとする事業を担当する職員の職種及

び員数を市町村長に届け出なければならないこと等とすること。 

ウ 地域包括支援センターの設置者が市町村である場合に、総合相談支援事業の委託を

受けた者が従うべき当該市町村が示す方針は、①当該市町村の地域包括ケアシステム

の構築方針、②当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に

行うべき業務の方針、③介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の

関係者とのネットワーク構築の方針、④当該市町村との連携方針、⑤当該包括的支援

事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針、⑥その他地域の実情に応じて

地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針とすること。 

 

（３）介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項 

ア 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等の対象外とされる介護サービス事

業者は、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当するものとすること。 

（ア）当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービ

スの対価として支払いを受けた金額が百万円以下である者 

（イ）災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由

がある者 

イ 都道府県知事が調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとされて

おり、また介護サービス事業者から都道府県知事に対して報告が義務づけられている

介護サービス事業者経営情報を以下の事項とする。ただし、介護サービス事業者の有

する事業所又は施設の一部がアの（ア）・（イ）の基準に該当する場合には、当該事

業所又は施設に係る事項は含まないものとすること。 

（ア）事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報 

（イ）事業所又は施設の収益及び費用の内容 

（ウ）事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 

（エ）その他必要な事項 

ウ 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告

は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報

を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会

計年度終了後３月以内に行わなければならないもの等とすること。 

エ 厚生労働大臣が都道府県知事に対して情報の提供を求めることができる事項は、介

護サービス事業者から都道府県知事に対して報告した介護サービス事業者経営情報

その他必要な事項とすること。 
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オ 都道府県知事が厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する際の方法は、電磁的方

法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置

く措置を講ずる方法その他の適切な方法とすること。 

 

（４）介護サービス情報公表制度に関する事項 

○ 介護サービス事業者に対して都道府県知事への報告を求める事項について、以下の改

正を行う。 

ア 指定介護予防支援事業者としての指定を受けた指定居宅介護支援事業者に関する

介護サービスの内容に関する事項について、市町村長による介護予防支援の指定の状

況を追加すること。 

イ 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項について、事業所

又は施設の財務状況を追加すること。 

 

（５）その他 

ア 介護サービス事業者経営情報の報告について、改正法施行後の初年度（令和６年度）

に限り、報告期限を令和６年度末までとすること。 

イ 都道府県知事が介護サービス事業者に関して公表を行うよう配慮する情報として、労

働時間及び賃金が含まれていることを明確化すること。 

ウ その他所要の改正を行うこと。 

 

 

第３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十

六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当

該
市
町
村
長
に
提
出
し
て
い
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申

請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
が
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し

て
い
る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る

申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
が
既
に
市
町
村
長
に
提
出
し
て
い

る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請

書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
百
四
十
条
の
三
十
八
の
二

法
第
百
十
五
条
の
三
十
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
施
状
況

二

直
近
の
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
該
当
の

有
無
の
判
断
の
際
に
当
該
基
準
に
該
当
し
た
第
一
号
被
保
険
者
の
状
況

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



三

介
護
予
防
支
援
の
利
用
者
の
心
身
又
は
生
活
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
現
病
歴
そ
の
他
の
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に
当
た
り
勘
案
し
た
当
該
利
用
者
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報

四

介
護
予
防
支
援
の
経
過
の
記
録

五

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援

等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
七
号
。
以
下
「
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。）第
三
十
条
第
九
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当

者
会
議
を
い
う
。）の
開
催
等
の
状
況

六

介
護
予
防
支
援
に
係
る
評
価

七

そ
の
他
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
百
四
十
条
の
四
十
四

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
事
業
所
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
令
第
三
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
計

画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
条
の
四
十
八
に
お
い
て
「
計
画
」
と
い
う
。）で
定
め
ら
れ
た
と
き
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
四
十
四

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
事
業
所
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、令
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画（
以

下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
条
の
四
十
八
に
お
い
て
「
計
画
」
と
い
う
。）で
定
め
ら
れ
た
と
き
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
令
第
三
十
七
条
の
二
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
令
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
百
四
十
条
の
四
十
八

令
第
三
十
七
条
の
二
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
四
十
八

令
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
質
及
び
労
働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス

情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
質
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
節

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等

（
新
設
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

そ
の
有
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
提
供
を
行
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
、施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
の

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ
る
者

二

災
害
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
に
対
し
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
者

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
有
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
一
部
が
前

条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
係
る
事
項
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報

二

事
業
所
又
は
施
設
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

三

事
業
所
又
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
電
磁
的
方

法
を
利
用
し
て
自
ら
及
び
当
該
報
告
を
受
け
る
べ
き
都
道
府
県
知
事
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
方
法
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

前
項
の
措
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営

情
報
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。）を
内
容
と
す
る
情
報
を
記
録
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
す
べ
き
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
自
ら
及
び
当
該
報
告
を
受
け
る
べ
き
都
道
府
県
知
事
が
当
該
情
報
を
記
録
し
、か
つ
、

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る
電
気
通
信
設
備

の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る

べ
き
都
道
府
県
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
経
営
情
報
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
自
ら
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に

置
く
措
置
を
講
ず
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
市
町
村
が
定
め
る
基
準
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
市
町
村
が
定
め
る
基
準
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
号
事
業
（
第
一
号
生
活
支
援
事
業
を
除
く
。）に
係
る
基
準
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
基
準

一

第
一
号
事
業
（
第
一
号
生
活
支
援
事
業
を
除
く
。）に
係
る
基
準
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
基
準

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
ロ
に
お
い
て
「
旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。）に
規

定
す
る
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
若
し
く
は
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
基
準
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
に
係
る
基

準
の
例
に
よ
る
基
準

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
ロ
に
お
い
て
「
旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。）に
規

定
す
る
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
若
し
く
は
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
基
準
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
令
第
三
十
七
号
。
ロ
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。）に
規
定
す
る
介
護
予
防

支
援
に
係
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び

当
該
職
員
の
員
数
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
基
準

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び

当
該
職
員
の
員
数
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



ロ

イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一
号
被
保
険
者

の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一
号
被
保
険
者

の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
合
併
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く

は
広
域
連
合
で
あ
っ
て
、
イ
の
基
準
に
よ
っ
て
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
効
率
的
な
運
営
に
支
障

が
あ
る
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
法
第
二
十
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。）又
は
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
団
体
の
代
表

者
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
又
は
第
一
号
被
保
険
者
若
し
く
は
第
二
号
被
保
険
者
の
代
表
者
、
地

域
住
民
の
権
利
擁
護
を
行
い
又
は
相
談
に
応
ず
る
団
体
等
の
代
表
者
、
地
域
に
お
け
る
保
健
、
医
療
又

は
福
祉
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
う
ち
、
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
適
当
と
認

め
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
合
併
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く

は
広
域
連
合
で
あ
っ
て
、
イ
の
基
準
に
よ
っ
て
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
効
率
的
な
運
営
に
支
障

が
あ
る
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
法
第
二
十
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。）又
は
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
団
体
の
代
表

者
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
又
は
第
一
号
被
保
険
者
若
し
く
は
第
二
号
被
保
険
者
の
代
表
者
、
地

域
住
民
の
権
利
擁
護
を
行
い
又
は
相
談
に
応
ず
る
団
体
等
の
代
表
者
、
地
域
に
お
け
る
保
健
、
医
療
又

は
福
祉
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
う
ち
、
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
適
当
と
認

め
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

及
び
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
認
め
ら
れ
た

場
合

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
方
針
の
提
示
）

（
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
方
針
の
提
示
）

第
百
四
十
条
の
六
十
七
の
二

市
町
村
は
、
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。）の
全
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
包
括
的

支
援
事
業
を
委
託
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
勘
案
し
て
、
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
の
方

針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
七
の
二

市
町
村
は
、
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。）の
全
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
包
括
的

支
援
事
業
を
委
託
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
勘
案
し
て
、
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
の
方

針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
方
針

九

そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
運
営
協
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
方
針

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
）

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
）

第
百
四
十
条
の
六
十
八

令
第
三
十
七
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
は
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
絡
調
整
、
他
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
介

護
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
介
護
支
援
、
施
設
に
お
け
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助

及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
並
び
に
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
提
供
す

る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
研

修
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
八

令
第
三
十
七
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
は
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
絡
調
整
、
他
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
介

護
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
介
護
支
援
並
び
に
施
設
に
お
け
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

援
助
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
を
い
う
。）を
適
切
か
つ
円
滑
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な

業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
百
四
十
条
の
六
十
八
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
（
次
条
に
お
い
て
「
総
合
相
談
支
援
事
業
」
と

い
う
。）の
一
部
を
適
切
、
公
正
、
中
立
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
老
人
福

祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
、
地
方
自
治
法
第
二
百

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
、
医
療
法
人
、
社
会
福

祉
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人

そ
の
他
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
を
除
く
。）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
一
部
の
委
託
の
要
件
）

第
百
四
十
条
の
六
十
八
の
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
設
置
者
（
市
町
村
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
総
合
相
談
支
援
事
業
の
一
部
を
、
前
条
に
掲
げ

る
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
業
の
内
容
、
期
間
、
担
当
す
る
区
域
並
び
に
営
業
日
及
び
営
業
時
間

三

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
業
を
担
当
す
る
職
員
の
職
種
及
び
員
数

２

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
は
、
総
合
相
談
支
援
事
業
の
一
部
を
委
託
す
る
上
で
必
要
な
情
報
を
当

該
委
託
を
受
け
た
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
針
）

第
百
四
十
条
の
六
十
八
の
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
市
町
村
が
示
す
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。

（
新
設
）

一

当
該
市
町
村
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
方
針

二

当
該
包
括
的
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
る
区
域
ご
と
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
重
点
的
に
行
う
べ
き
業
務
の
方
針

三

介
護
事
業
者
、
医
療
機
関
、
民
生
委
員
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

の
方
針

四

当
該
市
町
村
と
の
連
携
方
針

五

当
該
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
公
正
性
及
び
中
立
性
確
保
の
た
め
の
方
針

六

そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
方
針

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
九

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
九

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
の
委
託
の
届
出
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
の
委
託
の
届
出
）

第
百
四
十
条
の
七
十

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
の
委
託
を
受
け
た
者（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
受

託
者
」
と
い
う
。）が
、
そ
の
事
業
の
一
部
を
、
次
条
に
規
定
す
る
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
条
の
七
十

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
の
委
託
を
受
け
た
者（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
受

託
者
」
と
い
う
。）が
、
そ
の
事
業
の
一
部
を
、
次
条
に
規
定
す
る
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
百
四
十
条
の
七
十
一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
七
十
一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
と
す
る
。
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（
審
査
及
び
支
払
の
事
務
の
一
部
を
受
託
で
き
る
法
人
）

（
審
査
及
び
支
払
の
事
務
の
一
部
を
受
託
で
き
る
法
人
）

第
百
四
十
条
の
七
十
一
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が

審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計

算
機
で
あ
っ
て
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
備
え
る
も
の
と
同
等
以
上
の
当
該
事
務
に
関
す
る
処
理
機

能
を
有
す
る
も
の
を
備
え
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
と
認
め
る
法
人
に
対
し
て
委
託
す
る

も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
七
十
一
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が

審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計

算
機
で
あ
っ
て
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
備
え
る
も
の
と
同
等
以
上
の
当
該
事
務
に
関
す
る
処
理
機

能
を
有
す
る
も
の
を
備
え
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
と
認
め
る
法
人
に
対
し
て
委
託
す
る

も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
）

（
利
用
料
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村

が
定
め
る
。

第
百
四
十
条
の
七
十
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村

が
定
め
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
料
に
係
る
事
業
の
内
容
を

勘
案
し
、
ふ
さ
わ
し
い
利
用
料
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
料
に
係
る
事
業
の
内
容
を

勘
案
し
、
ふ
さ
わ
し
い
利
用
料
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

別
表
第
一
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

一

事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。）を
運
営
す
る
法
人
又
は
法

人
で
な
い
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

一

事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。）を
運
営
す
る
法
人
又
は
法
人
で
な
い

病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

イ
〜
ホ

（
略
）

イ
〜
ホ

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

第
一

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
事
項

第
一

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

（
略
）

一

（
略
）

二

利
用
者
本
位
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置

二

利
用
者
本
位
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置

イ
〜
ル

（
略
）

イ
〜
ル

（
略
）

ヲ

居
宅
介
護
支
援

ヲ

居
宅
介
護
支
援

〜

（
略
）

〜

（
略
）

市
町
村
長
に
よ
る
介
護
予
防
支
援
の
指
定
の
状
況

（
新
設
）

ワ
〜
タ

（
略
）

ワ
〜
タ

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

第
二

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
事
項

第
二

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
事
項

一

適
切
な
事
業
運
営
の
確
保
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置

一

適
切
な
事
業
運
営
の
確
保
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置

イ

共
通
事
項

イ

共
通
事
項

〜

（
略
）

〜

（
略
）

事
業
所
等
の
財
務
状
況

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二
の
四
第
一
項
中
「
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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